
1
3

等
に
対
し
書
面
の
交
付
に
よ
る
方
法
（
被
験
者
等
が
同
意
し
た
方
法
が
あ
る
と
き
に
は
、

当
該
方
法
）
で
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
開
示
す
る
こ
と
に
よ
り
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
開
示
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

１
被
験
者
又
は
第
三
者
の
生
命
、
身
体
、
財
産
そ
の
他
の
権
利
利
益
を
害
す
る
お
そ

れ
が
あ
る
場
合

２
研
究
を
行
う
機
関
の
業
務
の
適
正
な
実
施
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ

る
場
合

３
他
の
法
令
に
違
反
す
る
こ
と
と
な
る
場
合

二
総
括
責
任
者
は
、
一
の
規
定
に
基
づ
き
求
め
ら
れ
た
情
報
の
全
部
又
は
一
部
を
開
示

し
な
い
旨
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
被
験
者
等
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
、
被
験
者
等
に
対
し
一
の
本
文
に
規
定
す
る
方
法
に
相
当

す
る
方
法
に
よ
り
当
該
被
験
者
が
識
別
さ
れ
る
保
有
す
る
個
人
情
報
の
全
部
又
は
一
部

の
保
有
す
る
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
一
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
十

二
訂

正
等

一
総
括
責
任
者
は
、
被
験
者
等
か
ら
、
当
該
被
験
者
が
識
別
さ
れ
る
保
有
す
る
個
人
情

報
の
内
容
が
事
実
で
な
い
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
、
当
該
保
有
す
る
個
人
情
報
に
対
し

て
訂
正
、
追
加
又
は
削
除
（
以
下
「
訂
正
等
」
と
い
う
。）

を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、

そ
の
内
容
の
訂
正
等
に
関
し
て
法
令
の
規
定
に
よ
り
特
別
の
手
続
が
定
め
ら
れ
て
い
る

場
合
を
除
き
、
利
用
目
的
の
達
成
に
必
要
な
範
囲
に
お
い
て
、
遅
滞
な
く
必
要
な
調
査

を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
当
該
保
有
す
る
個
人
情
報
の
内
容
の
訂
正
等
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
総
括
責
任
者
は
、
一
の
規
定
に
基
づ
き
求
め
ら
れ
た
個
人
情
報
の
内
容
の
全
部
若
し

く
は
一
部
に
つ
い
て
訂
正
等
を
行
っ
た
と
き
、
又
は
訂
正
等
を
行
わ
な
い
旨
の
決
定
を

し
た
と
き
は
、
被
験
者
等
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
（
訂
正
等
を
行
っ
た
と
き
は
、

そ
の
内
容
を
含
む
。
）
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十

三
利

用
停

止
等

一
総
括
責
任
者
は
、
被
験
者
等
か
ら
、
当
該
被
験
者
が
識
別
さ
れ
る
保
有
す
る
個
人
情

報
が
第
三
の
規
定
に
違
反
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
と
い
う
理
由
又
は
第
四
の
規
定
に

違
反
し
て
取
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
、
当
該
保
有
す
る
個
人
情

報
の
利
用
の
停
止
又
は
消
去
（
以
下
「
利
用
停
止
等
」
と
い
う
。）

を
求
め
ら
れ
た
場

合
で
あ
っ
て
、
そ
の
求
め
に
理
由
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
は
、
違
反
を
是
正
す

る
た
め
に
必
要
な
限
度
で
、
遅
滞
な
く
、
当
該
保
有
す
る
個
人
情
報
の
利
用
停
止
等
を

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
保
有
す
る
個
人
情
報
の
利
用
停
止
等
に
多

額
の
費
用
を
要
す
る
場
合
そ
の
他
の
利
用
停
止
等
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
場
合
で
あ
っ

て
、
被
験
者
の
権
利
利
益
を
保
護
す
る
た
め
必
要
な
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
措
置
を
と
る

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二
総
括
責
任
者
は
、
被
験
者
等
か
ら
、
当
該
被
験
者
が
識
別
さ
れ
る
保
有
す
る
個
人
情

報
が
第
九
の
一
の
規
定
に
違
反
し
て
第
三
者
に
提
供
さ
れ
て
い
る
と
い
う
理
由
に
よ
っ

て
、
当
該
保
有
す
る
個
人
情
報
の
第
三
者
へ
の
提
供
の
停
止
を
求
め
ら
れ
た
場
合
で
あ

っ
て
、
そ
の
求
め
に
理
由
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
保
有

す
る
個
人
情
報
の
第
三
者
へ
の
提
供
を
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該

1
4

保
有
す
る
個
人
情
報
の
第
三
者
へ
の
提
供
の
停
止
に
多
額
の
費
用
を
要
す
る
場
合
そ
の

他
の
第
三
者
へ
の
提
供
を
停
止
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
で
あ
っ
て
、
被
験
者
の
権
利

利
益
を
保
護
す
る
た
め
必
要
な
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
措
置
を
と
る
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

三
総
括
責
任
者
は
、
一
の
規
定
に
基
づ
き
求
め
ら
れ
た
保
有
す
る
個
人
情
報
の
全
部
若

し
く
は
一
部
に
つ
い
て
利
用
停
止
等
を
行
っ
た
と
き
若
し
く
は
利
用
停
止
等
を
行
わ
な

い
旨
の
決
定
を
し
た
と
き
、
又
は
二
の
規
定
に
基
づ
き
求
め
ら
れ
た
保
有
す
る
個
人
情

報
の
全
部
若
し
く
は
一
部
に
つ
い
て
第
三
者
へ
の
提
供
を
停
止
し
た
と
き
若
し
く
は
第

三
者
へ
の
提
供
を
停
止
し
な
い
旨
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
被
験
者
等
に
対
し
、
遅
滞

な
く
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

＜
利

用
停
止

等
に
関

す
る
細

則
＞

以
下

の
場

合
に
つ

い
て
は

、
利

用
停
止

等
の
措

置
を
行

う
必
要

は
な
い

。

・
訂
正

等
の
求

め
が

あ
っ
た

場
合
で

あ
っ
て

も
、
①

利
用
目

的
か
ら

見
て

訂
正
等

が
必
要

で
な
い

場
合
、

②
誤
り

で
あ
る

指
摘
が

正
し

く
な
い

場
合
又

は
③
訂

正
等
の

対
象
が

事
実

で
な
く

評
価
に

関
す
る

情
報
で

あ
る
場

合

・
利
用

停
止
等

、
第

三
者
へ

の
提
供

の
停
止

の
求
め

が
あ
っ

た
場
合

で
あ

っ
て
も

、
手
続

違
反
等

の
指
摘

が
正
し

く
な
い

場
合

第
十

四
理

由
の

説
明

総
括
責
任
者
は
、
第
十
の
三
、
第
十
一
の
二
又
は
第
十
二
の
二
又
は
第
十
三
の
三
の
場

合
は
、
被
験
者
等
か
ら
求
め
ら
れ
た
措
置
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
、
そ
の
措
置
を
と

ら
な
い
旨
を
通
知
す
る
場
合
ま
た
は
そ
の
措
置
と
異
な
る
措
置
を
と
る
旨
を
通
知
す
る
場

合
は
、
被
験
者
等
に
対
し
、
そ
の
理
由
を
説
明
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な

お
、
こ
の
場
合
、
被
験
者
等
の
要
求
内
容
が
事
実
で
な
い
こ
と
等
を
知
ら
せ
る
こ
と
に
よ

り
、
被
験
者
等
の
精
神
的
負
担
に
な
り
得
る
場
合
等
、
説
明
を
行
う
こ
と
が
必
ず
し
も
適

当
で
な
い
こ
と
が
あ
り
得
る
こ
と
か
ら
、
事
由
に
応
じ
て
慎
重
に
検
討
の
う
え
、
対
応
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
。

第
十

五
開

示
等

の
求

め
に

応
じ

る
手

続

一
総
括
責
任
者
は
、
第
十
の
二
、
第
十
一
の
一
、
第
十
二
の
一
又
は
第
十
三
の
一
若
し

く
は
二
の
規
定
に
よ
る
求
め
（
以
下
「
開
示
等
の
求
め
」
と
い
う
。
）
に
関
し
、
以
下

の
事
項
に
つ
き
、
そ
の
求
め
を
受
け
付
け
る
方
法
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
被
験
者
等
は
、
当
該
方
法
に
従
っ
て
、
開
示
等
の
求
め
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

１
開
示
等
の
求
め
の
申
し
出
先

２
開
示
等
の
求
め
に
際
し
て
提
出
す
べ
き
書
面
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の

他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
を
含

む
。
）
の
様
式
そ
の
他
の
開
示
等
の
求
め
の
方
式

３
開
示
等
の
求
め
を
す
る
者
が
被
験
者
等
で
あ
る
こ
と
の
確
認
の
方
法

４
手
数
料
の
徴
収
方
法

二
総
括
責
任
者
は
、
被
験
者
等
に
対
し
、
開
示
等
の
求
め
に
関
し
、
そ
の
対
象
と
な
る

保
有
す
る
個
人
情
報
を
特
定
す
る
に
足
り
る
事
項
の
提
示
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
総
括
責
任
者
は
、
被
験
者
等
が
容
易
か
つ
的
確
に
開
示
等
の
求

め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
当
該
保
有
す
る
個
人
情
報
の
特
定
に
資
す
る
情
報
の
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1
5

提
供
そ
の
他
被
験
者
等
の
利
便
性
を
考
慮
し
た
適
切
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

三
総
括
責
任
者
は
、
一
及
び
二
の
規
定
に
基
づ
き
開
示
等
の
求
め
に
応
じ
る
手
続
き
を

定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
被
験
者
等
に
過
重
な
負
担
を
課
す
る
も
の
と
な
ら
な
い
よ
う

配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十

六
手

数
料

研
究
を
行
う
機
関
の
長
は
、
第
十
の
二
の
規
定
に
よ
る
利
用
目
的
の
通
知
又
は
第
十
一

の
一
の
規
定
に
よ
る
開
示
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
措
置
の
実
施
に
関
し
、
手
数
料

を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
そ
の
場
合
に
は
実
費
を
勘
案
し
て
合
理
的
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
手
数
料
の
額
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十

七
苦

情
の

対
応

研
究
を
行
う
機
関
の
長
は
、
被
験
者
等
か
ら
の
苦
情
等
の
窓
口
を
設
置
す
る
等
、
被
験

者
等
か
ら
の
苦
情
や
問
い
合
わ
せ
等
に
適
切
か
つ
迅
速
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
苦
情
等
の
窓
口
は
、
被
験
者
等
に
と
っ
て
利
用
し
や
す
い
よ
う
に
、
担
当
者
の
配

置
、
利
用
手
続
等
に
配
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

第
七

章
雑

則

第
一

記
録

の
保

存

実
施
施
設
の
長
は
、
遺
伝
子
治
療
臨
床
研
究
に
関
す
る
記
録
に
関
し
、
保
管
責
任
者
を

定
め
、
適
切
な
状
態
の
下
で
、
研
究
終
了
後
少
な
く
と
も
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
と
す
る
。

第
二

秘
密

の
保

護

研
究
者
、
審
査
委
員
会
の
委
員
、
実
施
施
設
の
長
そ
の
他
研
究
に
携
わ
る
関
係
者
は
、

遺
伝
子
治
療
臨
床
研
究
を
行
う
上
で
知
り
得
た
個
人
に
関
す
る
秘
密
を
正
当
な
理
由
な
く

漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。
そ
の
職
を
辞
し
た
後
も
同
様
と
す
る
。

第
三

情
報

の
公

開

実
施
施
設
の
長
は
、
計
画
又
は
実
施
し
て
い
る
遺
伝
子
治
療
臨
床
研
究
に
関
す
る
情
報

の
適
切
か
つ
正
確
な
公
開
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
四

啓
発

普
及

研
究
者
は
、
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
利
用
し
て
遺
伝
子
治
療
臨
床
研
究
に
関
し
、
情
報
の
提

供
等
啓
発
普
及
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
五

適
用

除
外

1
6

第
二
章
か
ら
第
六
章
ま
で
及
び
本
章
第
二
及
び
第
四
の
規
定
は
、
薬
事
法
（
昭
和
３
５

年
法
律
第
１
４
５
号
）
に
定
め
る
治
験
に
該
当
す
る
遺
伝
子
治
療
臨
床
研
究
に
つ
い
て
は
、

適
用
し
な
い
。

第
六

細
則

こ
の
指
針
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
指
針
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に

定
め
る
。

第
七

施
行

期
日

等

一
こ
の
指
針
は
、
平
成
１
７
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

二
こ
の
指
針
の
施
行
前
に
旧
指
針
等
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
手
続
そ
の
他
の
行
為
で
あ

っ
て
、
こ
の
指
針
に
相
当
の
規
定
が
あ
る
も
の
は
、
こ
の
指
針
の
相
当
の
規
定
に
よ
っ

て
し
た
も
の
と
み
な
す
。
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平
成

２
１

年
１

０
月

１
日

 
現

在

番
号

承
認

日
（

承
認

番
号
）

実
施
施
設

遺
伝

子
組

み
換

え
生

物
等

の
種

類
の

名
称

研
究

課
題

名
ベ
ク
タ
ー
の
種
類

対
象
疾
患

導
入
方
法
（
概
要
）

1
H
1
7
.
9
.
1

（
0
5
-
3
6
V
-
0
0
0
1
）

北
海
道
大
学
病
院

ヒ
ト
ア
デ
ノ

シ
ン

デ
ア

ミ
ナ

ー
ゼ

c
D
N
A
遺

伝
子

配
列

を
含

み
、
テ
ナ
ガ

ザ
ル

白
血

病
ウ

イ
ル

ス
e
n
v
蛋

白
質

を
エ

ン
ベ

ロ
ー
プ
に
持

つ
非

増
殖

性
の

遺
伝

子
組

換
え

モ
ロ

ニ
ー

マ
ウ

ス
白
血
病
ウ

イ
ル

ス
（

G
C
s
a
p
M
-
A
D
A
）

ア
デ

ノ
シ

ン
デ

ア
ミ

ナ
ー

ゼ
欠

損
症

に
お

け
る

血
液

幹
細

胞
を

標
的

と
す

る
遺

伝
子

治
療

臨
床

研
究

モ
ロ
ニ
ー
マ
ウ
ス
白
血
病
ウ

イ
ル
ス
由
来
レ
ト
ロ
ウ
イ
ル

ス
ベ
ク
タ
ー

A
D
A
欠
損
症

レ
ト
ロ
ウ
イ
ル
ス
ベ
ク
タ
ー
（
G
C
s
a
p
M
-

A
D
A
）
に
よ
り
e
x
 
v
i
v
o
遺
伝
子
導
入
し

た
自
己
血
液
幹
細
胞
(
C
D
3
4
陽
性
細
胞
）

を
静
注

2
H
1
7
.
9
.
1

（
0
5
-
3
6
V
-
0
0
0
2
）

筑
波
大
学
附
属
病
院

単
純
ヘ
ル
ペ

ス
ウ

イ
ル

ス
１

型
チ

ミ
ジ

ン
キ

ナ
ー

ゼ
及

び
細

胞
内
領
域
欠

損
ヒ

ト
低

親
和

性
神

経
成

長
因

子
受

容
体

を
発

現
し
、
マ
ウ

ス
ア

ン
フ

ォ
ト

ロ
ピ

ッ
ク

ウ
イ

ル
ス

4
0
7
0
A
の

e
n
v
蛋
白
質
を

エ
ン

ベ
ロ

ー
プ

に
持

つ
非

増
殖

性
の

遺
伝

子
組

換
え
モ
ロ
ニ

ー
マ

ウ
ス

白
血

病
ウ

イ
ル

ス
（

S
F
C
M
M
-
3
）

同
種

造
血

幹
細

胞
移

植
後

の
再

発
白

血
病

に
対

す
る

ヘ
ル

ペ
ス

ウ
イ

ル
ス

・
チ

ミ
ジ

ン
キ

ナ
ー

ゼ
導

入
ド

ナ
ー

Ｔ
リ

ン
パ

球
輸

注
療

法
の

臨
床

研
究

モ
ロ
ニ
ー
マ
ウ
ス
白
血
病
ウ

イ
ル
ス
由
来
レ
ト
ロ
ウ
イ
ル

ス
ベ
ク
タ
ー

再
発
性
白
血
病

レ
ト
ロ
ウ
イ
ル
ス
ベ
ク
タ
ー
（
S
F
C
M
M
-

3
）
に
よ
り
e
x
 
v
i
v
o
遺
伝
子
導
入
し
た

ド
ナ
ー
由
来
T
リ
ン
パ
球
を
患
者
に
輸
注

（
D
L
T
)

3
H
1
7
.
9
.
1

（
0
5
-
3
6
V
-
0
0
0
3
）

財
団
法
人
癌
研
究
会
附
属
病

院
ヒ
ト
多
剤
耐

性
遺

伝
子

M
D
R
1
遺

伝
子

配
列

を
含

み
、

マ
ウ

ス
ア
ン
フ
ォ
ト

ロ
ピ

ッ
ク

ウ
イ

ル
ス

4
0
7
0
A
の

e
n
v
蛋

白
質

を
エ

ン
ベ
ロ
ー
プ

に
持

つ
非

増
殖

性
の

遺
伝

子
組

換
え

ハ
ー

べ
ー

マ
ウ
ス
肉
腫

ウ
イ

ル
ス

（
H
a
M
D
R
）

乳
癌

に
対

す
る

癌
化

学
療

法
の

有
効

性
と

安
全

性
を

高
め

る
た

め
の

耐
性

遺
伝

子
治

療
の

臨
床

研
究

ハ
ー
ベ
イ
マ
ウ
ス
肉
腫
ウ
イ

ル
ス
由
来
レ
ト
ロ
ウ
イ
ル
ス

ベ
ク
タ
ー

乳
が
ん

レ
ト
ロ
ウ
イ
ル
ス
ベ
ク
タ
ー
(
H
a
M
D
R
)
に

よ
り
e
x
 
v
i
v
o
遺
伝
子
導
入
し
た
患
者
の

造
血
幹
細
胞
を
移
植

4
H
1
7
.
9
.
1

（
0
5
-
3
6
V
-
0
0
0
4
）

神
戸
大
学
医
学
部
付
属
病
院

単
純
ヘ
ル
ペ
ス

ウ
イ

ル
ス

チ
ミ

ジ
ン

キ
ナ

ー
ゼ

遺
伝

子
配

列
を
含
む
非
増

殖
性

の
遺

伝
子

組
換

え
ヒ

ト
ア

デ
ノ

ウ
イ

ル
ス

５
型
（
A
d
-
O
C
-
T
K
）

前
立

腺
癌

転
移

巣
及

び
局

所
再

発
巣

に
対

す
る

臓
器

特
異

性
プ

ロ
モ

ー
タ

ー
オ

ス
テ

オ
カ

ル
シ

ン
プ

ロ
モ

ー
タ

ー
を

組
み

込
ん

だ
ア

デ
ノ

ウ
イ

ル
ス

ベ
ク

タ
ー

（
A
d
-

O
C
-
T
K
)
及

び
バ

ラ
シ

ン
ク

ロ
ビ

ル
を

用
い

た
遺

伝
子

治
療

臨
床

研
究

ア
デ
ノ
ウ
イ
ル
ス
ベ
ク
タ
ー

前
立
腺
が
ん

ア
デ
ノ
ウ
イ
ル
ス
ベ
ク
タ
ー
（
A
d
-
O
C
-

T
K
）
の
転
移
巣
、
再
発
巣
へ
の
i
n
 
v
i
v
o

局
所
投
与
後
、
バ
ラ
シ
ク
ロ
ビ
ル
経
口

投
与

5
H
1
7
.
9
.
1

（
0
5
-
3
6
V
-
0
0
0
5
）

岡
山
大
学
医
学
部
・
歯
学
部

附
属
病
院

単
純
ヘ
ル
ペ

ス
ウ

イ
ル

ス
チ

ミ
ジ

ン
キ

ナ
ー

ゼ
を

発
現

す
る

非
増
殖
性
の

遺
伝

子
組

換
え

ヒ
ト

ア
デ

ノ
ウ

イ
ル

ス
5
型

（
A
d
v
.
R
S
V
-
T
K
)

前
立

腺
癌

に
対

す
る

H
e
r
p
e
s
 
S
i
m
p
l
e
x
 
V
i
r
u
s
-

t
h
y
m
i
d
i
n
e
 
k
i
n
a
s
e
遺

伝
子

発
現

ア
デ

ノ
ウ

イ
ル

ス
ベ

ク
タ

ー
及

び
ガ

ン
シ

ク
ロ

ビ
ル

を
用

い
た

遺
伝

子
治

療
臨

床
研

究

ア
デ
ノ
ウ
イ
ル
ス
ベ
ク
タ
ー

前
立
腺
が
ん

ア
デ
ノ
ウ
イ
ル
ス
ベ
ク
タ
ー

（
A
d
v
.
R
S
V
-
T
K
)
の
癌
組
織
へ
の
i
n

v
i
v
o
局
所
投
与

6
H
1
8
.
1
.
3
1

（
0
6
-
3
6
V
-
0
0
0
1
）

九
州
大
学
病
院

ヒ
ト
塩
基
性

線
維

芽
細

胞
増

殖
因

子
（

h
F
G
F
-
2
）

を
発

現
す

る
非
伝
播
性

の
遺

伝
子

組
換

え
セ

ン
ダ

イ
ウ

イ
ル

ス
（
S
e
V
/
d
F
-
h
F
G
F
2
）

血
管

新
生

因
子

（
線

維
芽

細
胞

増
殖

因
子

：
F
G
F
-
2
）

遺
伝

子
搭

載
非

伝
播

型
組

換
え

セ
ン

ダ
イ

ウ
イ

ル
ス

ベ
ク

タ
ー

に
対

す
る

血
管

新
生

遺
伝

子
治

療
臨

床
研

究

セ
ン
ダ
イ
ウ
イ
ル
ス
ベ
ク

タ
ー

閉
塞
性
動
脈
硬
化

症
・
バ
ー
ジ
ャ
ー
病

セ
ン
ダ
イ
ウ
イ
ル
ス
ベ
ク
タ
ー
(
F
G
F
-
2
)

を
大
腿
及
び
下
腿
に
投
与

7
H
1
8
.
1
0
.
3
1

（
0
6
-
3
6
V
-
0
0
0
2
）

自
治
医
科
大
学
附
属
病
院

ヒ
ト
ア
ミ
ノ
酸

脱
炭

酸
酵

素
遺

伝
子

を
発

現
す

る
非

増
殖

性
の
遺
伝
子
組

換
え

ヒ
ト

ア
デ

ノ
随

伴
ウ

イ
ル

ス
２

型
(
A
A
V
-

h
A
A
D
C
-
2
)

A
A
D
C
発

現
A
A
V
ベ

ク
タ

ー
線

条
体

内
投

与
に

よ
る

進
行
期

パ
ー

キ
ン

ソ
ン

病
遺

伝
子

治
療

の
臨

床
研

究
ア
デ
ノ
随
伴
ウ
イ
ル
ス
ベ
ク

タ
ー

進
行
期
パ
ー
キ
ン
ソ

ン
病

A
A
V
-
2
ベ
ク
タ
ー
(
A
A
V
-
h
A
A
D
C
-
2
)
を
患

者
の
線
条
体
に
定
位
脳
手
術
的
に
注
入

8
H
1
9
.
3
.
2
6

（
0
7
-
3
6
V
-
0
0
0
1
）

北
里
大
学
病
院

単
純
ヘ
ル
ペ

ス
ウ

イ
ル

ス
チ

ミ
ジ

ン
キ

ナ
ー

ゼ
を

発
現

す
る

非
増
殖
性
の

遺
伝

子
組

換
え

ヒ
ト

ア
デ

ノ
ウ

イ
ル

ス
5
型

（
A
d
v
.
R
S
V
-
T
K
)

前
立

腺
癌

に
対

す
る

H
e
r
p
e
s
 
S
i
m
p
l
e
x
 
V
i
r
u
s
-

t
h
y
m
i
d
i
n
e
 
k
i
n
a
s
e
 
遺

伝
子

発
現

ア
デ

ノ
ウ

イ
ル

ス
ベ

ク
タ

ー
及

び
ガ

ン
シ

ク
ロ

ビ
ル

を
用

い
た

遺
伝

子
治

療
臨

床
研

究

ア
デ
ノ
ウ
イ
ル
ス
ベ
ク
タ
ー

前
立
腺
が
ん

ア
デ
ノ
ウ
イ
ル
ス
ベ
ク
タ
ー

（
A
d
v
.
R
S
V
-
T
K
)
を
前
立
腺
内
に
注
入

9
H
2
0
.
2
.
6

(
0
8
-
3
6
V
-
0
0
0
1
)

岡
山
大
学
医
学
部
・
歯
学
部

附
属
病
院

イ
ン
タ
ー
ロ

イ
キ

ン
-
1
2
を

発
現

す
る

非
増

殖
性

の
遺

伝
子

組
換
え
ヒ
ト
ア

デ
ノ

ウ
イ

ル
ス

5
型

（
A
d
v
/
I
L
-
1
2
)

前
立

腺
癌

に
対

す
る

I
n
t
e
r
l
e
u
k
i
n
-
1
2
 
遺

伝
子

発
現
ア

デ
ノ

ウ
イ

ル
ス

ベ
ク

タ
ー

を
用

い
た

遺
伝

子
治

療
臨

床
研

究

ア
デ
ノ
ウ
イ
ル
ス
ベ
ク
タ
ー

前
立
腺
が
ん

ア
デ
ノ
ウ
イ
ル
ス
ベ
ク
タ
－
（
A
d
v
/
I
L
-

1
2
)
の
局
所
投
与
（
前
立
腺
局
所
又
は
転

移
巣
）

1
0

H
2
1
.
5
.
1
1

(
0
9
-
3
6
V
-
0
0
0
1
)

東
京
大
学
医
学
部
附
属
病
院

大
腸
菌
L
a
c
Z
遺

伝
子

を
発

現
し

、
γ

3
4
．

5
遺

伝
子

・
I
C
P
6
遺

伝
子
・
α
4
7
遺

伝
子

を
不

活
化

さ
れ

た
制

限
増

殖
型

遺
伝

子
組
換
え
ヒ
ト

単
純

ヘ
ル

ペ
ス

ウ
イ

ル
ス

１
型

（
G
4
7
Δ

）

進
行

性
膠

芽
腫

患
者

に
対

す
る

増
殖

型
遺

伝
子

組
換

え
単

純
ヘ

ル
ペ

ス
ウ

イ
ル

ス
G
4
7
Δ

を
用

い
た

遺
伝

子
治
療

（
ウ

イ
ル

ス
療

法
）

の
臨

床
研

究

増
殖
型
遺
伝
子
組
換
え
単
純

ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
I
型

G
4
7
Δ

進
行
性
膠
芽
腫

増
殖
型
遺
伝
子
組
換
え
単
純
ヘ
ル
ペ
ス

ウ
イ
ル
ス
I
型
 
G
4
7
Δ
の
脳
腫
瘍
内
投
与

1
1

H
2
1
.
5
.
1
1

(
0
9
-
3
6
V
-
0
0
0
2
)

国
立
が
ん
セ
ン
タ
ー
中
央
病

院
単
純
ヘ
ル
ペ

ス
ウ

イ
ル

ス
１

型
－

チ
ミ

ジ
ン

キ
ナ

ー
ゼ

及
び

細
胞
内
領
域

欠
損

ヒ
ト

低
親

和
性

神
経

成
長

因
子

受
容

体
を

発
現
し
、
マ

ウ
ス

ア
ン

フ
ォ

ト
ロ

ピ
ッ

ク
ウ

イ
ル

ス
4
0
7
0
A
の

e
n
v
蛋
白
質
を

エ
ン

ベ
ロ

ー
プ

に
持

つ
非

増
殖

性
の

遺
伝

子
組

換
え
モ
ロ
ニ

ー
マ

ウ
ス

白
血

病
ウ

イ
ル

ス
(
S
F
C
M
M
-
3
)

ハ
プ

ロ
タ

イ
プ

一
致

ド
ナ

ー
由

来
T
細

胞
除

去
造

血
幹

細
胞

移
植

後
の

H
S
V
-
T
K
遺

伝
子

導
入

T
リ

ン
パ

球
“

A
d
d
-

b
a
c
k
”

療
法

モ
ロ
ニ
ー
マ
ウ
ス
白
血
病
ウ

イ
ル
ス
由
来
レ
ト
ロ
ウ
イ
ル

ス
ベ
ク
タ
ー

造
血
器
悪
性
腫
瘍

レ
ト
ロ
ウ
イ
ル
ス
ベ
ク
タ
ー
（
S
F
C
M
M
-

3
）
に
よ
り
e
x
 
v
i
v
o
遺
伝
子
導
入
し
た

ド
ナ
ー
由
来
T
リ
ン
パ
球
を
患
者
に
輸
注

（
A
d
d
-
b
a
c
k
療
法
）

1
2

H
2
1
.
7
.
1
7

(
0
9
-
3
6
V
-
0
0
0
3
)

三
重
大
学
医
学
部
附
属
病
院

H
L
A
-
A
2
4
0
2
拘
束

性
M
A
G
E
-
A
4
を

特
異

的
に

認
識

す
る

T
細

胞
受

容
体
α
鎖
及

び
β

鎖
を

発
現

し
、

G
i
b
b
o
n
 
a
p
e
白

血
病

ウ
イ

ル
ス
の
e
n
v
蛋

白
を

エ
ン

ベ
ロ

ー
プ

に
持

つ
非

増
殖

性
の

遺
伝

子
組
換
え
モ

ロ
ニ

ー
マ

ウ
ス

白
血

病
ウ

イ
ル

ス
（

M
S
-
b
P
a
）

M
A
G
E
-
A
4
抗

原
特

異
的

T
C
R
遺

伝
子

導
入

リ
ン

パ
球

輸
注

に
よ

る
治

療
抵

抗
性

食
道

癌
に

対
す

る
遺

伝
子

治
療

臨
床

研
究

モ
ロ
ニ
ー
マ
ウ
ス
白
血
病
ウ

イ
ル
ス
由
来
レ
ト
ロ
ウ
イ
ル

ス
ベ
ク
タ
ー

食
道
が
ん

レ
ト
ロ
ウ
イ
ル
ス
ベ
ク
タ
ー
（
M
S
-

b
P
a
）
に
よ
り
e
x
 
v
i
v
o
遺
伝
子
導
入
し

た
患
者
の
自
己
T
リ
ン
パ
球
を
輸
注

1
3

今
回

審
議

岡
山
大
学
病
院

R
e
d
u
c
e
d
 
E
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 
i
n
 
I
m
m
o
r
t
a
l
i
z
e
d

C
e
l
l
s
/
D
i
c
k
k
o
p
f
-
3
（

R
E
I
C
/
D
k
k
-
3
）

遺
伝

子
を

発
現

す
る

非
増
殖
性
の

遺
伝

子
組

換
え

ヒ
ト

ア
デ

ノ
ウ

イ
ル

ス
5
型

（
A
d
v
/
R
E
I
C
）

前
立

腺
癌

に
対

す
る

R
e
d
u
c
e
d
 
E
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 
i
n

I
m
m
o
r
t
a
l
i
z
e
d
 
C
e
l
l
s
/
D
i
c
k
k
o
p
f
-
3
（

R
E
I
C
/
D
k
k
-
3
）

遺
伝

子
発

現
ア

デ
ノ

ウ
イ

ル
ス

ベ
ク

タ
ー

を
用

い
た

遺
伝

子
治

療
臨

床
研

究

ア
デ
ノ
ウ
イ
ル
ス
ベ
ク
タ
ー

前
立
腺
が
ん

ア
デ
ノ
ウ
イ
ル
ス
ベ
ク
タ
－

（
A
d
v
/
R
E
I
C
)
の
局
所
投
与
（
前
立
腺
局

所
又
は
転
移
巣
）

遺
伝

子
治

療
臨

床
研

究
に
係

る
第

一
種

使
用

規
程

の
承

認
状

況
一

覧

- 12 -


	参考資料（カル）
	カルタヘナ法の概要.pdf
	第一種使用規程承認の流れ.pdf




